
   

平成 22 年 12 月 15 日 

各      位 

会 社 名  ユシロ化学工業株式会社 

代表者名  代表取締役社長 長井 禧明 

（コード番号 5013   東証第１部） 

問合せ先  常務取締役財務部長 百束 立春 

（TEL．03－3750－6793） 

 

執行役員制度の導入に関するお知らせ 
 

    当社は、平成 22 年 12 月 15 日開催の取締役会において、下記の通り執行役員制度を導入することを

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 執行役員制度の導入目的 

   各担当分野での業務執行責任者として新たに執行役員を選任し、業務執行機能の強化、迅速化を

図る。 

 

２． 執行役員制度の概要 

（１）執行役員は、取締役会決議により選任される。取締役は、執行役員を兼任することが出来る。 

（２）執行役員は、代表取締役の指示、統括により部門等、個々の組織の業務を執行する責任を担う。 

（３）執行役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

３．実施時期  

平成 23 年４月１日より実施する。 

 

以上 


